
資料５

エレベーターの戸開走行事故への対応状況エレベ タ の戸開走行事故への対応状況
等について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



エレベーターの戸開走行事故について

１．事故概要
・日時 平成２４年１０月３１日 １４時５５分頃 戸開走行保護装置（①＋②＋③）

①互 に独立した 重系ブ キ
日時 平成２４年１０月３１日 １４時５５分頃
・場所 石川県金沢市広岡１－９－２８ アパホテル（金沢駅前）
・概要 人荷用（業務用）エレベーターにおいて、従業員（女性）が

４階からエレベーターに乗り込もうとしたところ、戸が開いて
いる状態でかごが上昇し、かごと乗り場に挟まれ死亡した。

①互いに独立した二重系ブレーキ
②戸開走行検出装置
③通常プログラムから独立した安全制御プログラム

通常のブレーキ

２．エレベーターの概要
・事故機の概要：人荷用エレベーター（業務用）
・定員：１７名、積載量：１１５０㎏、定格速度：９０ｍ／分
・製造、保守業者：シンドラーエレベータ(株)

（保守点検はシンドラ エレベ タ(株)との業務委託契約 巻上機（保守点検はシンドラーエレベータ(株)との業務委託契約
に基づき(有)日本エレベータ工業が実施）

・確認済証交付年月日：平成１０年１月２７日
・検査済証交付年月日：平成１０年３月２６日
・定期検査年月日：平成２４年２月７日

巻上機

メインロ プ

通常のブレーキとは別
系統により戸開走行時
に作動する２つ目のブ
レーキ

３．国土交通省の対応状況等

・10月31日、特定行政庁（金沢市）による現地調査の実施（翌日も引き続き調査）
・11月1日、社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会委員による現地調査（部会委員と国土交通省職員が調査）を実施するとともに、

・直近の保守年月日：平成２４年１０月１６日
メインロープ

、社会 本 備審議会昇降機 故調 部会 員 現 調 （部会 員 国 省職員 調 ） 、
11月中に数日にわたり現地調査を実施

・今回の事故原因については、引き続き昇降機等事故調査部会において調査を実施
・エレベーター設置者への注意喚起を図るため、11月6日付けで特定行政庁および関係団体を通じ、戸開走行保護装置の必要性を周
知するとともに、設置促進及び設置済みマークの活用について要請

・シンドラー社製エレベーターの緊急点検について 特定行政庁がエレベーターの所有者に報告を求める形で点検が実施されるよう・シンドラ 社製エレベ タ の緊急点検について、特定行政庁がエレベ タ の所有者に報告を求める形で点検が実施されるよう、
国土交通省から特定行政庁に対して、11月13日付けで通知を発出

４．これまでの戸開走行再発防止対策
・新設エレベーターについては、安全装置を二重化する戸開走行保護装置の設置を義務化（平成２１年９月２８日施行）
・既設エレベーターについては 建築物等事故・災害対策部会における報告を踏まえ ①戸開走行保護装置設置の技術開発を促進す

５．今回の事故を踏まえた対応の方向
・昇降機等事故調査部会における調査結果を踏まえ、さらなる戸開走行保護装置の設置促進策等を検討

・既設エレベーターについては、建築物等事故・災害対策部会における報告を踏まえ、①戸開走行保護装置設置の技術開発を促進す
るためのモデル事業を実施、②安全装置を設置したエレベーターを表示するマーク制度の創設
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これまでの戸開走行事故に対する対応について
 

○事故調査体制
・社会資本整備審議会に昇降機等事故調査部会（部会長 向殿
政男明治大学理工学部教授）をＨ２２年１２月設置し、昇降機、遊
戯施設等の事故再発防止の観点からの事故発生原因究明、事故
再発防止策の提言を実施

・平成１８年６月３日 東京都港区シティハイツ竹芝におけるエレベーター事故発生  

 

・平成１８年６月１５日 エレベーターＷＴ設置 

 社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会（事故部会）にエレベ

ーターＷＴを設置 再発防止策の提言を実施

・これまで３３件（昇降機２１件、遊戯施設１２件）の事故調査を実施
（うち１１件について詳細な報告書をとりまとめ）

【社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会 委員名簿】

委員 ◎ 向殿 政男 明治大学理工学部教授(部会長）

タ ＷＴを設置

 

・平成２０年９月１９日 エレベーターＷＴの報告を踏まえ建築基準法施行令を改正 

 

 

平成２１年２月６日 昇降機等事故対策委員会を設置 委員 ◎ 向殿 政男 明治大学理工学部教授(部会長）
久保 哲夫 東京大学名誉教授
櫻井 敬子 学習院大学教授

臨時委員 青木 義男 日本大学理工学部精密機械工学科教授
辻本 誠 東京理科大学教授
藤田 聡 東京電機大学教授

専門委員 稲葉 博美 滋賀県立大学工学部教授
岩倉 成志 芝浦工業大学教授

・平成２１年２月６日 昇降機等事故対策委員会を設置

事故部会において、エレベーターＷＴを廃止し、新たに昇降機等事故対策委員会を設置

 

 

・平成２１年９月８日 シティハイツ竹芝エレベーター事故調査報告書公表 
岩倉 成志 芝浦工業大学教授
大谷 康博 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
釜池 宏 (財)日本建築設備・昇降機センター認定評価部副部長
山海 敏弘 (独)建築研究所上席研究員
高木 堯男 前(財)日本建築設備・昇降機センター認定評価部参事
高橋 儀平 東洋大学教授
田中 淳 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長
谷合 周三 弁護士

 

・平成２１年９月２８日 改正建築基準法施行令施行 

 新設するエレベーターに対する戸開走行保護装置の設置義務付け 

 谷合 周三 弁護士
直井 英雄 東京理科大学教授
中里 眞朗 (財)日本建築設備・昇降機センター認定評価部部長
松久 寛 京都大学名誉教授

 

・平成２２年１２月２１日 昇降機等事故調査部会設置（格上げ） 

 昇降機等事故対策委員会を廃止し、社会資本整備審議会に直接、昇降機等事故調査

部会を設置 社会資本 計画部会ほか２部会
整備審議会 公共用地分科会ほか５分科会 

・平成２３年１月２７日 既設エレベーター安全性向上ＷＧ設立 

 既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置促進策について検討するため建築物

等事故・災害対策部会に「既設エレベーター安全性向上ＷＧ」設立 

整備審議会 公共用地分科会ほか５分科会
建築分科会

建築物等事故・災害対策部会

エレベーターWT（H18.6月）

 

・平成２３年８月２４日 建築物等事故・災害対策部会において「既設エレベーターの 

安全性確保に向けて」報告書とりまとめ 

 

 

昇降機等事故対策委員会（H21.2月）
〔格上げ〕

昇降機等事故調査部会（H22.12月）
２



「既設エレベーターの安全性確保に向けて」報告書の概要

社会資本整備審議会 建築分科会 建築物等事故・災害対策部会

既設エレベーターの現状と課題 課 題既設エレベーターの現状と課題

現 状

１ 建築基準法上の取扱いの現状
○ 一般的に戸開走行保護装置を後付けしようとすると高い費用（例えば５
００万円以上）が必要。

１．費用

課 題

○ 既設エレベーターについては、既存不
適格不遡及の原則により、戸開走行保護

装置の設置が義務付けられていない。

１．建築基準法上の取扱いの現状 ００万円以上）が必要。

○ 制御装置関係の改修工事には１週間程度、巻上機を交換すると２週間
程度の工期が必要となり、顧客ニーズに合わない。

２．工期

○ 全面改修工事や巻上機を交換する部
分改修以外では、戸開走行保護装置の
設置が進んでいない。

２．戸開走行保護装置の設置の現状

○ 戸開走行保護装置を設置する際の行政上の取扱いが不明確。

３．行政手続き

○ 築後３０年を超えるマンションを対象と
する調査では、内装のリニューアル程度
済ま るも が多

３．エレベーターの修繕の現状 ○ 戸開走行保護装置のみを設置したとしても、その他の既存不適格事項
の改修がなされなければ引き続き既存不適格であることには変わりはな
いため、戸開走行保護装置の設置の効果を説明しづらい。

４．既存不適格

で済ませているものが多い。

○ 既認定品の仕様書の記載事項についての軽微な変更が生じた場合に
簡易に大臣認定の追加取得ができる仕組みがない。

５．大臣認定制度

既設エレベーター（約７０万台）

○ 所有者等の多くが、戸開走行保護装置の設置の必要性を感じていない。

６．所有者等の意識

７ 建築物の用途に応じた特性

①二重ブレーキのある
エレベーター（約20万台）③油圧式

エレベーター（約10万台）

○ 分譲マンション、賃貸マンション、公的建築物、商業施設等の建築物の
用途に応じて上記阻害要因にも異なる特性が見受けられる。

７．建築物の用途に応じた特性

３

②二重ブレーキのない
エレベーター（約40万台）



既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置を進めるために、設置の普及に当たり優先順位を付けつつ様々な設置促進策を総動

既設エレベーターの安全性確保に向けて講じるべき措置

員して講じていくことが必要。また、今後この対策による進捗状況を踏まえ、更に効果的な対策となるよう見直していくべき。
エレベーター業界においては、より経済性に優れた戸開走行保護装置の開発を促進すべき。

１．大臣認定制度（費用・工期の削減）

２．情報提供の推進

○ 費用や工期の削減の観点から、巻上機等を交換せずに既設エレベーターに設置可能な「待機型ブレーキ」等の新たな戸開走行
保護装置の開発・設置が促進されるよう、大臣認定制度の運用の明確化、手続きの合理化を図るべき。

○ 戸開走行保護装置等が設置されているエレベーターに建築物の所有者・管理者等がマークを表示することにより、既設エレベー
ターへの戸開走行保護装置等の設置を促進すべき。

○ 建築物の所有者・管理者がその既設エレベーターに設置可能な大臣認定品があるかどうかについて、基本的な情報を比較的容
易に入手することができるよう情報公開を推進すべき。

○ 戸開走行保護装置を含めたエレベーターの保守点検に係る技術情報が保守管理業者に伝達される仕組みを早急に構築すべき○ 戸開走行保護装置を含めたエレベーターの保守点検に係る技術情報が保守管理業者に伝達される仕組みを早急に構築すべき。

３．設置支援策（既存不適格の解消）

○ 戸開走行保護装置の設置に対する支援策を創設すべき。その際、併せて地震時管制運転装置など既存不適格事項の解消が
図られるような支援策とすべき図られるような支援策とすべき。

４．行政手続きの明確化

○ 撤去新設する場合など明らかに建築確認・検査の対象とすべき場合以外の場合においては、建築確認・検査は不要であること
及び戸開走行保護装置の設置後に行政への報告を求めることを明確化し 速やかに周知すべき及び戸開走行保護装置の設置後に行政への報告を求めることを明確化し、速やかに周知すべき。

５．所有者等への働きかけ

○ 既設エレベーターへの戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置について、マンションの長期修繕計画や事務所ビル等
維持保全計 盛 まれ う 管 組合 体 業 体等を通 知徹底を き

４

の維持保全計画に盛り込まれるよう、管理組合団体、業界団体等を通じて周知徹底を図るべき。
○ 公的建築物その他多数の者が利用する建築物等に設けられる既設エレベーター及び人が乗り込む荷物用エレベーターについ
ては、関係部局や業界団体等の協力を得て、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置の推進を強く働きかけるべき。



東日本大震災における閉じ込め状況 今後の発生が想定される大地震 死亡事故等の状況

既設昇降機安全確保緊急促進事業

東日本大震災における閉じ込め状況 今後の発生が想定される大地震

震源地から離れた東京都内だけでも
少なくとも８４件の閉じ込めが発生し、
閉じ込めから救出までの数時間を要

中央防災会議 首都直下地震対策専
門調査会において、東京湾北部地震
（Ｍ７.３）が発生した場合、エレベー
ターに１万人以上が閉じ込められると

シティハイツ竹芝エレベーター事故
（平成１８年６月）等、ドアが開いたま
まエレベーターが上昇したこと（戸開
走行）による死亡事故等が発生

死亡事故等の状況

数
した。大規模地震後の混乱状況の中
での早期救出は、非常に困難である
ことが判明。

ターに１万人以上が閉じ込められると
想定。

走行）による死亡事故等が発生。

社会資本整備審議会の部会報告（平成２３年８月）においても緊急対策が求められている。

戸開走行保護装置等の設置の現状

安全装置（戸開走行保護装置、Ｐ波感知型地震時管制運転装置、主要機器の耐震補強措置）の設置は、建築基準法施安全装置（戸開走行保護装置、Ｐ波感知型地震時管制運転装置、主要機器の耐震補強措置）の設置は、建築基準法施
行令改正（平成２１年９月施行）によって新設エレベーターに義務付けられたばかりであり、既設エレベーターについては
対応が手付かずの状況。

事業の目的

既設エレベーターの改修コスト・工期の縮減や工事の効率化などモデル性を有する既設エレベーターの防災対策改修
（戸開走行保護装置の設置、Ｐ波感知型地震時管制運転装置の設置、主要機器の耐震補強措置）に対して支援を行う
ことにより 緊急的に既設エレベ タ の安全確保の促進を図る

事業の内容

高齢者 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定建築物（病院 学校 分譲マンション等）のう

ことにより、緊急的に既設エレベーターの安全確保の促進を図る。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定建築物（病院、学校、分譲マンション等）のう
ち、三大都市圏等の区域内における耐火建築物等であることその他の要件を満たすものに設けられているエレベーター
について、費用・工期に関して一定以上の水準（１台当たり４００万円以下、７日間以内）である等モデル性を有した防災
対策改修に対して国が直接支援を行う。 ５



エレベーター安全装置設置済みのマーク表示制度

一般の利用者にとって戸開走行保護装置等が設置されているエレベーターかどうか
が容易にわかるマークをエレベーター内の見やすい場所に表示する任意制度を平
成２４年８月より運用を開始。

戸開走行保護装置

駆動装置又は制御器に故障が生じ かご

地震時管制運転装置

地震発生初期の微震動（Ｐ波）を感知し駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご
の停止位置が著しく移動した場合や、か
ご及び昇降路のすべての出入口の戸が
閉じる前にかごが昇降した場合に、自動
的にかごを制止し 人が挟まれること防止

地震発生初期の微震動（Ｐ波）を感知し、
本震（Ｓ波）が到達する前に最寄り階に自
動運転し乗客をエレベーター外へ避難さ
せることにより、かご内への閉じ込めを未
然に防ぐことができる装置（建築基準法施的にかごを制止し、人が挟まれること防止

する装置（建築基準法施行令第１２９条の
１０第３項第１号）。

然に防ぐことができる装置（建築基準法施
行令第１２９条の１０第３項第２号）。

６



エレベーター事故に係る「事故調査報告書」において付された意見への対応状況について①

件 名 事故概要 事故原因
「事故調査報告書」に付

意見への対応状況件 名 事故概要 事故原因
された主な意見

意見への対応状況

1 シティハイツ竹芝エレベー

ター事故

（平成21年9月8日報告書

公表）

平成１８年６月３日、男性が

エレベーターから降りようと

したところ、戸が開いたまま

の状態でエレベ タ が上

電磁ブレーキのブレーキコ

イルの巻き線が短絡し、ブ

レーキが半がかり状態で昇

降を繰り返し ブレ キライ

既設のエレベーターへの戸

開走行保護装置の設置促

進

・既設昇降機安全確保緊急促進事業の

実施（平成24年度予算）

・エレベーター安全装置設置済みのマー

ク表示制度の創設公表） の状態でエレベーターが上

昇し、乗降口の上枠とかご

の床部分の間に挟まれ死

亡。

降を繰り返し、ブレーキライ

ニングの摩耗が進行、プラ

ンジャーがストロークリミッ

タに当たってそれ以上ブ

レーキの保持側に可動で

ク表示制度の創設

（平成24年8月から運用開始）

安全確保に向けたさらなる

取り組み（保守管理に係る

指針の作成等）

昇降機の適切な維持管理に関する指針

及びエレベーター保守点検業務標準契

約書を作成中
きなくなった。

約書を作成中

2 帝都典禮ビルエレベー

ター事故

（平成22年12月1日報告

書公表）

平成２１年２月１６日、男性

が１階乗り場床から約４ｍ

下の昇降路のピットに転落

し死亡

設計上、施錠装置が、手で

扉を開けようとした際に生

じたフックの接触面に働く

力により 固定側フ クが

新設エレベーターの手動扉

の施錠装置について、施錠

装置が外れる方向に回転

力が生じない構造となるよ

平成２０年国土交通省告示第１４４７号

（昇降路外の人又は物が昇降路内に落

下するおそれのない昇降路の出入口の
書公表） し死亡。 力により、固定側フックが

解錠する方向の回転力が

働く構造であった。

力が生じない構造となるよ

う措置
戸の施錠装置の基準を定める件）を改

正（平成24年6月公布、同年8月施行）

3 京都市左京区共同住宅エ

レベーター事故

平成２０年１２月８日、女性

がエレベーターを１階から４

１階から４階まで上昇して

停止し戸が開いた後、油圧

既設の油圧エレベーターへ

の戸開走行保護装置の設
既設昇降機安全確保緊急促進事業の

（平成23年6月9日報告書

公表）

階まで使用し、エレベター

の戸が開いたので降りよう

としたところ戸が開いたま

ま突然下降し、乗り場床と

かごの出入口の上部に挟

ジャッキの作動油が急激に

タンクに逆流したことにより、

床合わせ補正が機能する

前にかごが急激に下降し

たものと推定される

置促進
・既設昇降機安全確保緊急促進事業の

実施（平成24年度予算）

・エレベーター安全装置設置済みのマー

ク表示制度の創設

（平成24年8月から運用開始）
かごの出入口の上部に挟

まれ重傷。

たものと推定される。

７



件 名 事故概要 事故原因
「事故調査報告書」に付

意見 対応状況

エレベーター事故に係る「事故調査報告書」において付された意見への対応状況について②

件 名 事故概要 事故原因
事故調査報告書」に付

された主な意見
意見への対応状況

4 東京大学柏キャンパスエ

レベーター事故

（平成23年6月9日報告書

公表）

平成２２年１１月１１日、１９

人のエレベーターに１階か

ら１８人が乗り込んだところ

戸開 状態 降し 既に

左右２個あるブレーキの内、

右側のブレーキが開放され

た状態で維持され、左側の

ブ キ 機能し る

新設エレベーターのブレー

キ手動開放装置について、

制動機能を低下させるよう

な設定をしな 構造とする

平成１２年建設省告示第１４１３号（特殊

な構造又は使用形態のエレベーター及
公表） 戸開の状態で下降し、既に

生じていた床段差で１名が

軽傷。

ブレーキのみ機能している

状態となったことによりブ

レーキ保持力が低下し、か

ごが沈下したものと推定さ

れる。

な設定をしない構造とする

よう措置

な構造又は使用形態の レ タ 及

びエスカレーターの構造方法を定める

件）を改正（平成24年6月公布、同年8月
施行）

れる。

5 千葉市内複合施設エレ

ベーター事故

（平成24年1月12日報告

書公表）

平成２２年１０月７日、巻上

機の主軸が折損し、綱車が

巻上機架台に落下。その

衝撃でかごの非常止が作

動し かごが停止した （か

設計値に比較し、軸に大き

な力が加わったこと、主軸

の強度が弱かったことによ

り主軸が疲労破壊したもの

と推測される

巻上機の主軸に必要な強

度の技術的検討結果を踏

まえ、新設エレベーターに

ついて適切な強度の検証

実施を措置

巻上機の主軸に必要な強度の基準の検

討結果（平成23年度）を踏まえ、業界標

準の策定を日本エレベーター協会に指

示

動し、かごが停止した。（か

ご内は無人で人的被害無

し）

と推測される。 の実施を措置

6 平和台駅エレベーター主

索破断事故

平成２３年７月２６日、被害

者がエレベーターに乗って

当該エレベーターの主索が

劣化していたのも関わらず、

主索の内部損傷による錆

の判断基準の具体化及び
平成２０年国土交通省告示第２８３号（昇

降機 定期検査報告における検査及び
索破断事故

（平成24年1月12日報告

書公表）

者が レ タ に乗って

上昇中に、エレベーターの

３本ある主索全てが破断し

非常停止した。被害者は左

肘及び左でん部の打撲。

（全治 週間）

劣化していたのも関わらず、

適切に点検が実施されるこ

となく、劣化したまま使用し

続けられたことにより、主

索が破断し、かごが落下し

たも と認められる

の判断基準の具体化及び

内部損傷に対応した要重

点点検又は要是正等の判

定基準及び検査方法を規

定

降機の定期検査報告における検査及び

定期点検における点検の項目、事項、

方法並びに結果の判定基準並びに検査

結果表を定める件）を改正（平成24年12
月公布、平成25年4月施行）

（全治２週間） たものと認められる。
月公布、平成25年4月施行）

7 千葉県内手動扉エレベー

ター転落事故

（平成24年9月3日報告書

公表）

平成２３年３月６日及び平

成２３年１０月１５日、同一

メーカーの同タイプの手動

扉のエレベーターにおいて、

施錠装置の動きが円滑で
なく一時的に施錠がされ
ない状態となっていた可
能性が考えられる。

新設エレベーターの施錠装

置について、乗場扉の施錠

装置が正常な動きをしな

かった場合にドアスイッチ

技術的な内容について検討中

公表） 扉の レ タ において、

被害者が扉を開けて乗り

込もうとしたところ、かごが

着床しておらず、被害者が

昇降路内に転落した。

かった場合にドアスイッチ

が入らず、保守管理で上記

のような状態に変更するこ

とができない構造にするよ

う措置 ８


